
                                                                    

 

 

          

倉敷市内の美術館やギャラリーや建築物等のアート施設を活用した募集型企画   

旅行商品の造成・販売を行う旅行業者に対して、予算の範囲内において補助金を  

交付します。 

※ 国や県など他の自治体の助成金との併用も可能です！ 
 

補助対象者※ 旅行業法第３条の規定による登録を受けた旅行業者 

補助対象経費 
市内の宿泊施設に１泊以上宿泊し、市内のアート施設を２箇所以上

行程に含む旅行商品の造成に係る費用 

補助金の額 
宿泊を含む旅行商品 3,000円×ツアー参加人数×宿泊数 

※１営業所につき上限３０万円（千円未満の端数を切り捨てた額） 

補助対象期間 令和４年９月１６日（金）～令和５年２月２８日（金）まで 

   ※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、事業を一時停止する場合があります。 

 

 

次に掲げる要件を満たす募集型企画旅行商品を造成し、又は販売する事業とする。 

・市内の宿泊施設に１泊以上宿泊し、市内のアート施設を２箇所以上行程に含む旅行商品で

あること。（市外のアート施設等を行程に含んでいても構わない） 

・ツアータイトルや行程から美術館や建築物巡り等「アート」をテーマにしていることが分

かる旅行商品であること。 

・参加人数が８名以上(乗務員及び添乗員を除く)であること。 

・広告宣伝物（チラシ・パンフレット等）に「アートのまち倉敷実行委員会補助事業」の文

字を記載すること。 

※アート施設：絵画、彫刻、工芸、民芸、現代アート、光、インスタレーション等 

芸術的価値の高いアート作品を展示している美術館やギャラリー等の施設 

 

 

 

所定の様式に必要事項を記入の上、倉敷市観光課へ申請書をメールか郵送でご提出ください。 

各種様式は、倉敷市観光課ホームページからダウンロードしてください。 

※申請受付開始日は８月２６日からです。 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ・申請先】 「アートのまち倉敷」実行委員会事務局（倉敷市観光課内）      

ＴＥＬ０８６-４２６-３４１１  ＦＡＸ０８６-４２１-０１０７ 

〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田 640 番地  E-mail：kankou@city.kurashiki.okayama.jp    

倉敷市観光課ホームページ：https://www.city.kurashiki.okayama.jp/1240.htm 

事業の概要 

助成対象となる事業の要件 

申請方法 

「アートのまち倉敷」宿泊型旅行商品造成支援事業 



 

事前相談➡企画提案➡採用 

事前相談（任意） ツアー計画時の事前相談。助成適用の可否や申込方法をご案内。 

➡申 請 

助成期間中に実施する旅行商品を企画造成し、所定の交付申請書（様式第１号）

に次に掲げる書類を添えて提出。 

①事業企画書（様式第２号） 

②募集チラシ等ツアーの実施内容及び行程が確認できる資料 

③旅行業法第１２条の９第１項に規定する標識の写し 

➡審 査 提出された交付申請書等を審査。 

➡助成の決定通知 助成の可否を審査後、交付決定通知書（様式第３号）を送付。 

 

募集➡送客 

募 集 
企画旅行を掲載したパンフレット、新聞や雑誌等の広告宣伝物を作成し、募集

を開始。 

➡ツアーの実施 ツアーを実施し、倉敷市内に送客 

 

実績報告➡支払 

実績報告書の提出 

ツアー終了後、２週間以内までに所定の実績報告書（様式第８号）に次に掲げ

る書類を添えて提出。 

①事業実績書（様式第９号） 

②宿泊施設が発行する所定の宿泊証明書（様式第１０号） 

③アート施設が発行する所定の立ち寄り証明書（様式第１１号） 

➡報告内容の確認 提出された実績報告書等の内容を確認。 

➡審 査 助成の可否を審査後、交付確定通知書（様式第１２号）を送付。 

➡請求書の提出 所定の交付請求書（様式第１３号）を提出。 

➡支 払 申請者へ、指定口座への振込み。 

 

 

Ｑ１ 倉敷美観地区の自由散策でツアー客が、各自アート施設に立ち寄る場合は対象か？ 

Ａ１ 各自ではなくツアー客全員が、市内のアート施設２箇所以上に立ち寄り、ツアータイトルや行程から「ア

ート」をテーマとしていることがわかる旅行商品が対象となります。 

 

Ｑ２ ツアー募集開始後の交付申請でも問題ないか？ 

Ａ２ 募集開始前に交付申請していただき、助成決定後に広告宣伝物に「アートのまち倉敷実行委員会補助事

業」を記載していただく必要があります。なお、９月１６日以降に実施する旅行商品が対象となります。 

 

Ｑ３ 申請受付開始日と申請方法を知りたい。 

Ａ３ ８月２６日から申請受付を開始で、予算が無くなり次第終了とします。申請方法はメール又は郵送にて

お願いします。なお、郵送の場合は倉敷市観光課に郵便物が届いた時間が受領時刻となります。 

 

Ｑ４ 宿泊施設とアート施設を兼ねている場合はどう扱うか？ 

Ａ４ 宿泊施設はアート施設として計上しません。宿泊施設以外のアート施設を２箇所以上訪れてください。 

 

助成を受けるまでの流れ 

よくある質問 


